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午後１時 30分 開 議 

議長（横山弘藏） それでは、これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配布したとおりであります。 

 町長がですね、４時から大事なＷＥＢ会議がありますので、４時になりまし

たら審議を中断もしくは延期としますので、予めご了承ください。 

  

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第 125 条の規定により、３番・宮﨑良保

議員、４番・黒﨑政美議員を指名します。 

 

日程第２、報告第 10号、令和３年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足

比率の報告についてを議題とします。 

 報告についての説明を求めます。             町 長

町長（西村久之） 報告第 10号、令和３年度決算に基づく健全化判断比率及び

資金不足比率の報告について、説明をいたします。 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」第３条第１項及び、同法第 22

条第１項の規定では、令和３年度の決算について、健全化の判断となる指標と

して、「健全化判断比率」「資金不足比率」を記載した書類を監査委員の審査に

附し、その意見書を附して議会に報告し、公表しなければならないことになっ

ております。 

令和３年度決算に基づく、健全化判断比率及び資金不足比率を算定した結果、

「実質赤字比率」及び、「連結実質赤字比率」、「将来負担比率」並びに「資金不

足比率」については該当いたしません。 

実質公債費比率につきましては、8.1％で、前年度 7.0％と比較しますと、1.1％

上がっております。 

これは、平成 29年度の過疎対策事業債の償還額が令和２年度より増加した事

と、平成 30年度の地域福祉センター改修事業、防火水槽整備事業等の償還が開

始となったことにより、借入金の償還額が増加したことが大きな要因でござい

ます。 

なお、今後の財政運営におきましても、監査委員ご指摘のとおり、適切な行

財政運営を進め、財政の健全化に努めてまいります。  

以上で説明を終わります。 

議長（横山弘藏） これで報告の説明を終わります。 

 ただいまの報告に質疑はありませんか。 

 ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（横山弘藏） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第 10号、令和３年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足

比率の報告についてを終わります。 

 

日程第３、報告第 11号、小値賀交通株式会社の経営状況の報告に関する件を議

題とします。 

 報告についての説明を求めます。             町 長

町長（西村久之） 報告第 11号、小値賀交通株式会社の経営状況の報告に関す

る件について、説明をいたします。 

小値賀交通株式会社は、平成４年に第三セクターとして設立され、同年 10月

１日から廃止代替バス事業者として、当時の西肥バスから事業を引き継ぎ、バ

ス運行を開始し、開業から 30年となります。 

経営状況につきましては、分析書に記載のとおりでございますが、利用客数

は１万 1,788人で、前年度より 1,172人、9.0％の減少となっております。これ

は、新型コロナウイルス感染症の影響によるものと、社会福祉協議会が行って

いる「公共交通空白地有償運送事業」の利用によるものが要因と思われます。 

収入面では、新型コロナウイルス感染症の影響による減収に対して、事業継

続支援金等が交付されたことで、収益総額は、前年度比 8.3％、114万 9,188円

の増となっておりますが、依然として、敬老パスとバス運行補助金が主な収入

となっております。 

支出では、燃料費及び修繕費の増が主なもので、燃料費は、前年度比 27.1％、

43万 8,360円上回り、全体では 7.0％、100万 1,058円の支出増となっておりま

す。 

今後も収支の大幅な改善は容易ではありませんが、町民や観光客のニーズ等

を把握しながら、車両機材の変更、既存バス路線の改革などを検討しつつ、小

値賀町交通に関する協議などを関係機関と進めながら、路線バスの安全運行と

安定的な運営に努めてまいります。 

資本金は 2,000 万円で、そのうちの 85％、1,700 万円を町が出資しており、

地方自治法第 221 条第３項の法人に該当いたしますので、同法第 243 条の３第

２項の規定により、小値賀交通より提出された、令和３年度の事業計画書及び

決算報告書を添付して、ご報告するものでございます。 

議長（横山弘藏） これで報告の説明を終わります。 

 ただいまの報告に質疑はありませんか。 

 質疑ありませんか。                   浦 議 員

６番（浦 英明） ２ページのですね、事業計画書のこの概要についてですね、
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「今後は、利用実態に合った運行の効率化、車両機材のダウンサイズ化等によ

るコスト削減及び団体観光客輸送に対応可能な一般貸切自動車運送事業が展開

できるよう経営許可申請の準備・検討が必要である。」と、こういうふうにこ

う書いておられるんですけども、この文言につきましては、２年度と全く同じ

ような文章と思いますけども、この進捗状況をお尋ねします。 

議長（横山弘藏） 総 務 課 長 

総務課長（谷元芳久） お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおり、昨年と同じような文言となっておりますけども、実

際、関係機関と協議を持ちながら、車両の機材のダウンサイズ化、今のあの大

きいバスから、小さいマイクロバス程度とか 20～30人乗りのもう少し小さいバ

ス、そういったものを検討しておりますけども、その車両のダウンサイズ化も

重要なんですけども、その運行するデマンドバスとか、そういったものも検討

しておりますので、デマンドバスというのは、必要な際に電話等で連絡して来

てもらう、通常利用しない場合は、そこの方にはその時間は運行しないとか、

そういったコスト削減も図りながらですねやっていく、そういった協議は今現

在も行っております。先日の町長の答弁の中にもありました、地域公共交通会

議の方も６月に行わさせていただきましたけども、その中でもですね、これあ

の海上交通会社、隣町の宇久町さんとか「みつしま丸」とか来てますんで、そ

ういったとこも含めてですね、乗り継ぎやすいバスの運行であったり、利用が

多くなるようなそのバスの運行も含めてですね、観光客に対応した、そういっ

た乗り継ぎやすいバスの運行も含めて、協議は進めておりますので、まだあの

時間を要する事項ですので、いっぺんにちょっとできないもんですから、前回

と同じ文言で申し訳ございませんけど、話の方は進めております。 

議長（横山弘藏） 浦 議 員 

６番（浦 英明） バスの運行をですね、確かあの 10月から変更すると、見直

しすると、こういうふうなことを聞いておるんですけども、それが本当ならば

10月１日からのダイア編成とかはできているんですか、お尋ねします。 

議長（横山弘藏） 総 務 課 長 

総務課長（谷元芳久） お答えします。 

 以前から筒井浦の道路を改修して、唐見崎からの運行、道路の運行がしやす

いような形をとって、とるように工事も終わっております。ただあの診療所の

方に、のバス停を移転させる予定もありましたので、診療所の建設が終わって、

診療所の開設の時期に合わせて変更しよう、それに合わせて一緒に変更しよう

というふうに今、考えているところで、あの筒井浦だけを１つこう変えるんで

はなくて、変えられるところは同時に一緒にやろうということで今動いており

ますので、あの…予定では 10月の予定でしたけども、実際の診療所の開所、運
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営が移行するまではですね、ちょっとまだバス停の変更は少し延びそうなとこ

ろになっております。 

議長（横山弘藏） 浦 議 員 

６番（浦 英明） 一番下の（３）の特別事業でですね、①の感染症拡大防止

対策設備の導入とこういうふうに書いてますけども、これは何を導入するのか

お尋ねします。 

議長（横山弘藏） 総 務 課 長 

総務課長（谷元芳久） お答えいたします。 

 これは、確かあのコロナ対策による空気清浄機のようなものだったと思いま

すけど、ちょっと私もはっきりお答えを、後でちょっと確認して、再度しっか

りしたお答えをさせていただきたいと思います。 

議長（横山弘藏） ほかに質疑ありませんか。         浦 議 員

６番（浦 英明） ３ページの貸借対照表ですね、ここで２番目に書いてます

「現金預金」ですね。これはあの昨年度よりも約 250 万ほど増えておりますけ

ども、この内容をお尋ねします。 

議長（横山弘藏） 総 務 課 長 

総務課長（谷元芳久） お答えします。 

 前年度分を、ちょっと私が資料を忘れておりますけども、９ページの方に資

産の部で現金預金の分があると思いますけども、親和銀行への預かり金、小値

賀支店の方に預けている預金の方が若干増えてたと思っておりますけども、ち

ょっとあの…昨年度との比較を、私が比較資料を忘れましたので、これもしっ

かりとした数字を後でお答えさせていただきます。 

議長（横山弘藏） 浦 議 員 

６番（浦 英明） ９ページと言われましたんで、そちらの方をちょっとお尋

ねします。「財産目録」ですね。この未収金でですね、事業継続支援金が 70万

未収金で上がっております。この事業継続支援金といいますのは、これ全部で

150 万ほどあります。それでその前期の分では、その 70 万を残した分が入って

はおるんですけども、後期分が 70万これだけ残っておると、こういったこう内

容でよろしいんですか。お尋ねします。 

議長（横山弘藏） 総 務 課 長 

総務課長（谷元芳久） お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおりですね、３月 31日で締めますもので、その分について

はそれ以降に支払われるものですから、未収金として残っているものと思いま

すので、これは３年度分の事業継続支援金の支払い分ということになります。 

議長（横山弘藏） 浦 議 員 

６番（浦 英明） ３月 31 日末で締めて、そして４月入り、あるいは５月か、
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頃に申請をすると思うんですけども、このお金はだいたいいつ頃入って来るん

ですか、お尋ねします。 

議長（横山弘藏） 総 務 課 長 

総務課長（谷元芳久） お答えいたします。 

 これ、年度の３年度事業の分ですから、出納閉鎖期間中までには収入として

上がって来てるものと思われます。 

議長（横山弘藏） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

議長（横山弘藏） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第 11号、小値賀交通株式会社の経営状況の報告に関する件を終

わります。 

 

日程第４、報告第 12号、一般財団法人小値賀町担い手公社の経営状況の報告に

関する件を議題とします。 

 報告についての説明を求めます。             町 長

町長（西村久之） 報告第 12号、一般財団法人小値賀町担い手公社の経営状況

の報告に関する件について、説明をいたします。 

一般財団法人 小値賀町担い手公社は、地域の特性と資源を活かした産業の振

興を図るため、次世代の担い手の育成及び生産基盤の充実を推進し、産業の総

合的な発展に寄与することを目的に、平成 13 年３月 28 日に、財団法人として

設立、法律の改正に伴い、平成 25 年４月１日をもって一般財団法人に移行し、

公益事業と収益事業の２つの事業を行っております。 

役員は令和４年８月末現在、評議員６名、理事６名、監事２名で、職員は、

町から派遣職員、委託職員、臨時職員を含め 17名でございます。この報告に係

る、令和３年度事業計画及び決算の内容につきましては、評議員会、理事会、

監事会それぞれの承認を得て、経営状況報告書が提出されております。 

事業の状況につきましては、分析書に記載しておりますが、税引き後の単年

度収支は、約 868万円の黒字決算となっております。 

公社の資本金は 2,500 万円で、80％の 2,000 万円を町が、残り 20％の 500 万

円をながさき西海農業協同組合が出資しており、地方自治法第 221 条第３項の

法人に該当しますので、同法第 243 条の３第２項の規定により、一般財団法人

小値賀町担い手公社から提出された、令和３年度の事業計画及び決算に関する

書類を添付して、報告するものでございます。 

議長（横山弘藏） これで報告の説明を終わります。 

 ただいまの報告に質疑はありませんか。          宮 﨑 議 員 
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３番（宮﨑良保） 只今、担い手公社経営状況についての説明を受けました。

本年度は 868万 8,046円の黒字ということで、経営も安定してるかと思います。

しかし、中身を見ますとですね、その利益の大半は労務作業委託によるものだ

と考えております。この労務作業委託はですね、今後安定してあるのかどうか、

もしこれが不安定であれば、経営安定がものすごく悪化するような感じがいた

します。新たな作業、事業も計画しなければいけないのかなという気がします

ので、その辺も併せてお願いをします。以上です。 

議長（横山弘藏） 産業振興課長 

産業振興課長（博多屋雄一郎） はい。お答えいたします。 

 労務作業で一番の比率、占めているのは、松の伐倒です。で、その伐倒は、

もう今年度からほとんどございません。で、その後の労務作業ということでご

ざいますけれども、今後は農道とかの草刈り作業で、あとはですね、今、県の

方の事業で植林作業というのがございます。植林作業の方も担い手公社として

受注していければと思っているところです。で、ただ昨年度からですね、試験

をしておりますドローンでの散布事業とか、そういうのを使いまして収益を増

やしていって、安定経営にしする次第であります。 

議長（横山弘藏） ほかに。                 宮 﨑 議 員 

３番（宮﨑良保） 様々な計画をしてるようでございますけども、まだまだ、

規模が小さいのかなという気がします。で、ちょっと気になるのが、その有機

センターの肥料をですね、あの堆肥ですね、昨年はちょっと野草が足らないと

いうことでやめたような気がします。まぁ今んとこやってるんですけども、先

日質問しましたとおり、肥料の値段が極端に上がっておりますので、農家の皆

さんは、この「有機りんりん」に望んで来るのではないかと考えておりますけ

ども、今後その野草の取り扱いについてはですね、考えているのか伺います。 

議長（横山弘藏） 産業振興課長 

産業振興課長（博多屋雄一郎） はい。お答えいたします。 

 昨年、おっしゃるとおり 10月から２月にかけまして、肥料のですね供給を止

めたという事実がございます。野草とかが足りてないというのも事実でござい

ます。けれども、今のですね、今ちょっと供給は需要に足りているいうところ

を聞いておりますので、その草とかですね、そういうような搬送、搬入を受け

入れながら、今後その化学肥料が２割軽減とかですね、国が打ち出してますの

で、その分がこの堆肥に回ってくるものと見ており、そこでですね収入アップ

にもつなげられればと思ってますので、その草とかの搬入、そういうところを

洩れなく全部堆肥にできるように努力していくところでございます。 

議長（横山弘藏） 宮 﨑 議 員 

３番（宮﨑良保） 今後の農家経営にとってはですね、重要な項目ですので、
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よろしくお願いをしたいと思います。 

 で、最後になんですけども、平成 13年から、この担い手公社ができたと思う

んですけども、今、研修生が全くいない状況が続いております。先日、どうな

っているんだろうと研修棟に行ったところ、前のハウスですね、何千万もかけ

て作ったハウスです。全く使っておりません。草ボーボーでですね、中には金

属が腐れてですね、どげんしとっちゃろかいとこう思ったところですけれども、

何とかこれを活かしてですね、研修生をですね、呼び込む努力はするのかどう

か、また新たに研修生がいないとなれば、あのハウスの利用をですね何とかで

きないのか、計画はありますか。 

議長（横山弘藏） 産業振興課長 

産業振興課長（博多屋雄一郎） はい。お答えいたします。 

 その件に関しては、私も気になっておりましたので、担い手公社の方と協議

をさせていただいております。私の方からの素人目というか提案ではですね、

誰かに貸したらどうかとか、そういうことを提案したんですが、やはり担い手

公社としましては、研修生を受け入れた時に、貸している方から「すぐ返せ」

というわけにいかない。研修生にすぐ明け渡すような準備をしないくてはいけ

ないというところで、やっぱり今、保留状態になっているというところでした。

でも、その状態はずっと空いてる状態なので、あんまり思わしくはないという

ところは伝えてるんですけども、やはり回答としては、急に来る研修生に向け

てやはり空けたいというところでございます。で、その今、草とかが生えてい

る状況なんですけれども、そういうところも定期的にはやってるんですけども、

追いついていない状況というところでございました。やはりその研修生を受け

入れるためにちょっと今、人には貸せなくてそういう状況になっているところ

でございます。 

議長（横山弘藏） 宮 﨑 議 員 

３番（宮﨑良保） 研修生に貸せない、他の人に貸せないという状況はよくわ

かりましたけども、研修生があそこを見に来た時にあの状況で、ここで研修を

するのかと思うでしょうか。やはりちゃんと、少しでも草ボーボーは払ってで

すね、綺麗にしておって、ここでしますよという感じでしないと、なかなか研

修生も来ないと思いますので、せっかく何千万もかけて作ったハウスです。遊

ばせるなとは言いませんけども、あのちょっと整理していただければなと考え

ますけれども、どうですか。 

議長（横山弘藏） 産業振興課長 

産業振興課長（博多屋雄一郎） はい。議員の意に添えていないことは承知い

たしましたので、そのように担い手公社の方には伝えて、適正な管理に努めて

いただくように、担い手公社の方に伝えたいと思います。 
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議長（横山弘藏） ほかにありませんか。           末 永 議 員

５番（末永一朗） 11 ページのところで、今、水産加工施設の運営は、責任者

が辞めたと聞いておるんですが、今どういうふうになっておるのか報告をお願

いします。 

議長（横山弘藏） 産業振興課長 

産業振興課長（博多屋雄一郎） はい。お答えいたします。 

 水産加工の方に従事していた職員が辞めたというのは事実でございます。そ

れでですね、代わりの職員が行って、必要最小限の加工は行っており、それを

発送・販売している次第です。 

議長（横山弘藏） ほかにありませんか。           浦 議 員

６番（浦 英明） １番最後の方から２番目、財産目録の１番上の普通預金で

すね、これが 1,166 万 7,720 円と 897 万 6,699 円、これあの昨年度よりもこの

合計額ですね、合わせて 1,200 万ちょっとぐらい増えてるんですけども、この

分の内容をお尋ねします。 

議長（横山弘藏） 産業振興課長 

産業振興課長（博多屋雄一郎） はい。お答えいたします。 

 町長の報告にもありましたとおり、多年度収支というのがですね、868万円で

黒字でですね、昨年度とほぼ同等となっております。これでですね、16 ページ

になるんですけれども、未収金、未収入金がですね、逆にですねたくさん、昨

年 3,200 万あったのが、今年 1,700 万になっておりますので、そういうこう…

現金に、未収入金が現金になった。昨年と比べたらですね、そういうところで

ございます。 

議長（横山弘藏） ほかにありませんか。 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

議長（横山弘藏） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第 12号、一般財団法人小値賀町担い手公社の経営状況の報告に

関する件を終わります。 

 

日程第５、議案第 37号、令和３年度小値賀町各会計歳入歳出決算認定について

を議題とします。  

本件について提案理由の説明を求めます。         町 長

町長（西村久之） 議案第 37号、令和３年度小値賀町各会計歳入歳出決算認定

について、説明をいたします。 

令和３年度小値賀町一般会計及び小値賀町国民健康保険事業特別会計他、７
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特別会計の歳入歳出決算につきましては、監査委員へ監査をお願いしておりま

したが、監査が終了し、８月８日に決算監査意見書をいただきました。 

決算の状況といたしましては、全会計が黒字決算となり、安定した財政運営

を行うことができましたが、監査意見書でもご指摘がございますが、地方自治

体の財政状態を表す経常収支比率が前年度と比較して 2.2 ポイント減少してお

ります。これは、普通地方交付税の増加によるものが主な要因であり、今後も

経常経費の削減はもとより、総合計画を基に各種施策に取り組み、自主財源の

確保を図りながら効率的、効果的な行財政運営に努めてまいります。 

太田、浦両監査委員さんには、熱心に決算審査を実施していただいたことに、

この場をお借りして、厚くお礼を申し上げます。 

地方自治法第 233 条第３項の規定により、監査委員の決算審査意見書並びに

担当課作成の主要施策の成果報告書を添え、議会の認定を求めるものでござい

ます。 

よろしくご審議のうえ、認定いただきますようお願い致します。 

議長（横山弘藏） これで提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑に入りますが、本件については特別委員会を設置して、付託す

る予定でございますので、ご質疑に関しましては総括的なことに留め置き願い

たいと思います。 

 令和３年度小値賀町各会計歳入歳出決算について、全会計の歳入歳出全般に

渡り、ご質疑願います。 

ご質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

議長（横山弘藏） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本件については、この際、議会選出監査委員を除く６人の委員で構成する、

決算特別委員会を設置し、これに付託し、期間は会議規則第 46条第１項の規定

により、９月 16日までに審査を終わるよう期限をつけることにしたいと思いま

す。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（横山弘藏） 異議なしと認めます。 

 したがって令和３年度小値賀町各会計歳入歳出決算認定については、議会選

出監査委員を除く６人の委員で構成する、決算特別委員会を設置し、これに付

託して９月 16日までに審査が終わるよう期限をつけることに決定しました。 

 お諮りします。 

 只今設置されました決算特別委員会の委員の選任については、委員会条例第
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７条第２項の規定により、横山弘藏議員、今田光弘議員、末永一朗議員、黒﨑

政美議員、宮﨑良保議員、松屋治郎議員、を指名したいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（横山弘藏） 異議なしと認めます。 

 したがって、只今指名しました方を決算特別委員会委員に選任することに決

定しました。決算特別委員会の委員長及び副委員長は、委員会条例第８条第２

項の規定により互選していただきます。 

議長（横山弘藏） しばらく休憩します。 

 

― 休憩  午後  ２ 時 00 分 ― 

― 再開  午後  ２ 時 00 分 ― 

 

議長（横山弘藏） 再開します。 

 決算特別委員会の委員長及び副委員長が、次の通り決定し通知を受けました

ので報告します。 

 委員長に横山弘藏議員、副委員長に今田光弘議員、以上の通りであります。 

  

 

日程第６、議案第 38号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

案を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。         町 長

町長（西村久之） 議案第 38号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例案について、説明をいたします。 

  今般、国は国家公務員に係る「妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のた

めに講じる措置」を明らかにし、順次法改正が進められております。 

地方公務員についても、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法

の一部を改正する法律の施行に当たって、必要な事項を含め、育児休業の取得

回数制限の緩和、非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和及び育児休業を取

得しやすい勤務環境の整備に関する措置を講ずるため、所要の改正を行うもの

でございます。 

以上で提案理由の説明を終わりますが、詳細な説明は、担当が申し上げます。 

よろしくご審議の上、適正なるご決定を賜りますようお願いいたします。 

議長（横山弘藏） 総 務 課 長 

総務課長（谷元芳久） それでは、担当よりご説明させていただきます。 
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新旧対照表をご覧ください。 

第２条第３号(ア)は、非常勤職員の育児休業の取得に関して、「引き続き在職

した期間が１年以上」を廃止し、(イ)を(ア)として、(ウ)を(イ)とし「子の出

生後８週間以内に育児休業をしようとする場合」の取得要件を緩和する規程を

追加し、(ウ)を削るものでございます。 

 同号イは、非常勤職員の子が１歳以上の期間における育児休業の取得要件を

確認しない場合の要件を定める規定を整備するものでございます。 

２ページ、第２条の３第３号は、非常勤職員の育児休業の対象期間の上限を

「子が１歳６か月到達日」とする要件について、夫婦交代での取得や特別の事

情がある場合の柔軟な取得を可能とするための規程の整備をし、同号アをイと

し、同号イをウとし、同号エを追加するものでございます。 

３ページ、第２条の４は、非常勤職員の育児休業の対象期間の上限を「子が

２歳に達する日」とする要件について、夫婦交代での取得や特別の事業がある

場合の柔軟な取得を可能とするための規程を整備するものでございます。 

４ページ、第２条の５を削除、第３条第１項第５号は、育児休業法の改正に

より、育児休業の取得回数が緩和されることから、再度の育児休業取得に係る

特別の事情に関し、育児休業等計画書により申し出た場合に再度取得に係る規

程を削除し、同項第６号及び第７号に関しては、改正による号ずれを１号繰上

げるものでございます。同第８号は、再度の育児休業を取得することが出来る

「条例で定める特別の事情」のうち、任期を定めて採用された職員について、

任期の更新等があった場合の規程を整備し、号ずれにより、１号繰上げて７号

とするものでございます。 

第３条の２は新たに定めるもので、育児休業法第２条第１項第１号で定める

期間を基準とし、本条例の第２条３号ア（ア）の期間を定めたものでございま

す。 

５ページ、第 10条は、再度の育児短時間勤務の取得にあたり、本条例の第３

条第５号の削除により育児休業計画書は廃止となったことから、育児休業等計

画書を育児短時間勤務計画書に改めるものでございます。 

第 17 条は、非常勤職員の部分休業の取得に関して、「引続き在職した期間が

１年以上」という要件を廃止したものでございます。 

第 21条は新たに定めるもので、妊娠・出産等を申し出た職員に対する個別の

周知や意向確認の面談を実施すること及び妊娠・出産を理由とした不利益な扱

いを禁止する規程を定めたものでございます。 

第 22条も新たに定めるもので、育児休業に係る研修の実施や相談体制の整備

などの勤務環境の整備について規定するものでございます。 

附則として、この条例は令和４年 10月１日から施行するとしております。 
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以上で説明を終わります。 

議長（横山弘藏） これで提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。                  浦 議 員

６番（浦 英明） 提案理由の中でですね、「非常勤職員に係る育児休業等の

取得要件が緩和され」というふうな文言が載っておりますけども、これ任用職

員はもちろん該当しないんですよね。確認のためお尋ねします。 

議長（横山弘藏） 総 務 課 長 

総務課長（谷元芳久） 非常勤職員は、会計年度任用職員も該当するような形

になります。 

議長（横山弘藏） ほかに質疑ありませんか。 

 ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

議長（横山弘藏） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

議長（横山弘藏） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

 

これから、議案第 38号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例案を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（横山弘藏） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第 38号、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例案は、原案のとおり可決されました。           総 務 課 長

総務課長（谷元芳久） すみません。前回の「小値賀交通」での浦議員からの

質問で、答弁を保留したものがありましたので、お答えさせていただきます。 

 先ほど、預金のところで、お話をしたんですけども、親和銀行の小値賀支店

への預金がですね、本年度が約 250万ほど上がっております。 

 それと、特別事業の件なんですけども、感染症拡大防止対策設備の導入とい

うことで、その下に私もちょっとしっかり確認すればよかったんですけど、や

はり先ほど言ったように、コロナに関する車載用の空気清浄機の導入というこ
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とで間違いありません。 

議長（横山弘藏）以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日はこれにて散会します。 

 ９月 20日は、定刻の午前 10時から開議します。 

 なお、明日９月 14日から９月 16日までは、午前９時 30分から決算特別委員

会となっておりますので、よろしくお願いします。 

 どうも、今日はご苦労さまでした。 

 

― 午後  ２ 時 09 分  散会 ― 

 

  

 


